
阿南市要綱第４６号 

阿南市公民連携移住支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、阿南市への移住促進及び関係人口の創出 

・拡大・深化を図り、持続可能なまちづくりに資するため、

実施する移住促進等の事業に対して、予算の範囲内で公民連

携移住支援事業補助金（以下「補助金」という 。） を交付す

ることに関し、阿南市補助金等交付規則（平成３０年阿南市

規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条  この要綱において「移住支援団体」とは、市内のＮＰ

Ｏ法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第

２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう 。）、 ボラ

ンティア団体、各種協議会及び商工会議所等の団体であって 

、阿南市移住支援団体登録制度実施要領に基づき登録された

ものをいう。 

 （補助対象事業） 

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」と

いう 。） は、阿南市と連携し、移住支援団体が主体となって

実施する移住促進及び関係人口の創出・拡大・深化に関わる

事業とする。 

（補助金の対象期間） 

第４条  補助金の交付対象となる期間（以下「補助対象期間」  

という 。） は、交付決定のあった日から当該交付決定のあっ

た日の属する会計年度の末日までとする。 

 （補助金の対象経費） 

第５条  補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい  

う 。） は、次の各号に掲げる経費ごとに、別表に掲げるとお

りとする。 



 ⑴  空き家及び空き店舗の改修に要する経費 

 ⑵  移住フェア、移住セミナー等の出展及び移住・関係人口 

コーディネートに要する経費 

 ⑶  ワーケーション（テレワーク等を活用し、普段の職場と

は異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うことをいう。 

）及び副業人材の受入れに要する経費 

 ⑷  関係人口との協働による地域課題の解決に資する経費 

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、移住促進及び関係人口の創  

出・拡大・深化に資する経費で市長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第６条  補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象期間

に実施した補助事業に係る補助対象経費の３分の２の額（当

該額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り

捨てた額とする 。） 又は１００万円のいずれか少ない額とす

る。 

 （補助金の交付申請） 

第７条  補助金の交付を受けようとする移住支援団体（以下「 

申請者」という 。） は、補助金交付申請書（様式第１号）に

次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出し、その申請

（以下「交付申請」という 。） をしなければならない。なお 

、空き家・空き店舗の改修を実施しない場合は、第４号及び

第５号に掲げる関係書類は不要とする。 

 ⑴  事業計画書 

 ⑵  収支予算書 

 ⑶  補助対象経費の内訳が分かる書類（契約書、見積書等）  

 ⑷  建物の位置図、現況写真、登記事項証明書 

 ⑸  賃貸契約書等の写し及び改修に係る同意書 

 ⑹  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定及び審査） 

第８条  市長は、交付申請があった場合には、当該申請書の内 



 容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の  

交付を決定（以下「交付決定」という 。） し、交付決定を受  

けた申請者（以下「被交付決定者」という 。） に対して交付  

決定通知書（様式第２号）により通知する。 

２  被交付決定者以外の交付申請者に対しては、交付審査結果

通知書（様式第３号）により不採択の旨を通知するものとす

る。 

（交付等の条件） 

第９条  市長は、交付決定をする場合において、次に掲げる条  

 件を付するものとする。 

 ⑴  補助金の申請額又は補助事業の内容に変更のある場合に  

おいては、市長の承認を受けること。 

 ⑵  補助事業を中止又は廃止する場合においては、市長の承  

認を受けること。 

 ⑶  補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助  

事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長 

に報告し、その指示を受けること。 

 ⑷  空き家・空き店舗の改修においては、工事完了の日から  

６か月以内に移住者が入居もしくは事業活動を開始するこ  

と。 

 ⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （事業の変更等） 

第１０条  被交付決定者は、前条第１号又は第２号に規定する 

市長の承認（以下「変更等の承認」という 。） を受けようと  

するときは、事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４ 

号）に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければな 

らない。ただし、事業に係る計画の軽微な変更については、

この限りではない。 

 ⑴  事業変更計画書 

 ⑵ 事業変更後の収支予算書 



 ⑶  事業費の変更の内訳が分かる書類（契約書、見積書等）  

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２  市長は、変更等の承認の申請があったときは、その内容を  

審査し、変更等の承認又は不承認を決定し、被交付決定者に 

対して、事業変更（中止・廃止）承認（不承認）決定通知書  

（様式第５号）により通知するものとする。 

（概算払） 

第１１条  市長は、補助対象事業の遂行に必要と認めるときは 

被交付決定者に対し、補助金の一部又は全額を概算払により

交付することができる。 

２  被交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは  

 、補助金概算払請求書 ( 様式第６号 ) に次の各号に掲げる必

要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 ⑴  交付決定通知書の写し 

 ⑵  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３  市長は、前項の規定により補助金の概算払の請求があった 

 ときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、被交付決  

定者に補助金の概算払をするものとする。 

（実績報告） 

第１２条  被交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該

事業が完了した日の翌日から起算して３０日を経過する日又

は事業を実施した会計年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる関係書

類を添えて市長に提出し、その実績を報告しなければならな

い。 

 ⑴  事業の収支決算書 

 ⑵  事業実施報告書 

 ⑶  事業費の領収書等経費の支払いを証明する書類の写し 

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 



第１３条  市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合に 

 は、必要に応じて調査等を行い、その内容を審査し、適当と 

認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、被交付決定  

者に補助金額確定通知（兼返還命令）書（様式第８号）によ 

り通知するものとする。 

２  市長は、前項の場合において、交付額を超える補助金が既

に交付されているときは、被交付決定者に対し、相当の期限

を定めて、補助金額確定通知（兼返還命令）書により当該超

過額の返還を命ずることができる。 

（補助金の請求） 

第１４条  被交付決定者は、交付額確定の通知を受けた後、補 

助金交付請求書（様式第９号）により、市長に対し、交付す 

る確定額から概算払を受けた額を控除した額の交付を請求す  

るものとする。ただし、交付確定額が当該概算払を受けた額 

を超えない場合は、この限りでない。 

 （補助金の交付） 

第１５条  市長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは 

 、速やかに、補助金を被交付決定者に交付するものとする。  

 （交付決定の取消し） 

第１６条  市長は、被交付決定者が、次の各号のいずれかに該 

 当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことがで 

 きる。 

 ⑴  偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付  

  額の確定を受けたとき。 

 ⑵  補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑶  補助対象事業を遂行することができなくなったとき。  

 ⑷  前３号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに  

付した条件に違反し、又は従わなかったとき。 

２  市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した

ときは、交付決定取消決定通知（兼返還命令）書（様式第１



０号）により、被交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１７条  市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場 

合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交  

付されているときは、相当の期限を定めて交付決定取消決定  

通知（兼返還命令）書（様式第１０号）により、その返還を   

命ずることができる。 

（その他） 

第１８条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し 

 必要な事項は、市長が別に定める。 

   附  則 

 この要綱は、令和４年５月１３日から施行する。 


